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商品概要説明書 

多目的ローン（ 一般型Ａ ）  

(令和 5 年 4 月 1 日現在) 

商品名 多目的ロ ーン（ 一般型Ａ ）  

ご利用いただける方 

○当Ｊ Ａ の組合員の方。  

○お借入時の年齢が満18歳以上であり 、最終償還時の年齢が満71歳未満の方。 

○前年度税込年収が 200 万円以上（ 農業者の場合は、 150 万円以上） ある方

（ 自営業者の方は前年度税引前所得と し ます。）。  

○原則と し て、 勤続（ または営業） 年数が 1 年以上の方。  

○生活の本拠が定まっ ている方（ 農業者以外の自営業者の方については、ご本

人またはご家族の持ち家であるこ と 。）。  

○当Ｊ Ａ が指定する保証機関の保証が受けら れる方。  

○その他当Ｊ Ａ が定める条件を 満たし ている方。  

資金使途 

○生活に必要と する一切のご資金と し 、 資金使途の確認可能なも のと し ます。

ただし 、 以下の資金は対象外と し ます。  

① Ｊ Ａ で納付さ れる相続税・ 贈与税を除く 税金支払資金 

② 負債整理資金 

③ 所定の期日経過後の経済未収金の肩代り 資金 

④ 営農資金および事業資金 

借入金額 ○10 万円以上 300 万円以内、 １ 万円単位と し 、 所要金額の範囲内と し ます。  

借入期間 
○６ か月以上５ 年以内と し ます。なお、Ｊ Ａ 住宅ローンをご利用し ていただい

ている方は、 ６ か月以上７ 年以内と し ます。  

借入利率 

○固定金利型と なり ます。  

 お借入時の利率を、 完済時まで適用いたし ます。  

○利率は店頭に掲示し ます。詳細については、当Ｊ Ａ の融資窓口へお問い合わ 

 せく ださ い。  

返済方法 

○元利均等返済（ 毎月の返済額（ 元金＋利息） が一定金額と なる方法） と し 、

毎月返済方式、 特定月増額返済方式（ 毎月返済方式に加え 6 か月ごと の特

定月に増額し て返済する方式。特定月増額返済によ る返済元金総額は、お借

入金額の 50％以内、 １ 万円単位です。）、 年２ 回返済方式（ 農業者の方に限

り ます。） のいずれかを ご選択いただけます。  

担保 ○不要です。  

保証人 
○北海道農業信用基金協会の保証をご利用いただき ますので、原則と し て保証

人は不要です。  
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保証料 

○一括払い・ 分割払いのいずれかにより ご選択いただき ます。  

 ①一括払い 

  ご融資時に一括し て保証料を お支払いいただき ます。  

【 お借入額 100 万円あたり の一括支払保証料（ 例）】  

お借入期間 1 年 2 年 3 年 5 年 7 年 

保証料（ 円）  5,165 9,980 14,840 24,710 34,762 

 ②分割払い 

  お客様から 当Ｊ Ａ へお支払いいただく 利息の中から 当Ｊ Ａ が保証機関へ

支払います。 こ の場合、 お借入利率は年 0.95％上乗せさ れた利率が適用さ

れます。  

団体信用生命共済 

〇ご希望により 当Ｊ Ａ 所定の３ 種類の団体信用生命共済のいずれかにご加入

いただけます。  

なお、選択さ れる団体信用生命共済の種類により お借入利率は下表記載の加

算利率分高く なり ます。  

団体信用生命共済名 加算利率 

団体信用生命共済（ 特約なし ）  年０ ． ３ ５ ％ 

三大疾病保障特約付団体信用生命共済 年０ ． ５ ０ ％ 
 

手数料 ○事務手数料、 繰上返済手数料はかかり ません。  

苦情処理措置およ び

紛争解決措置の内容 

○苦情処理措置 

 本商品にかかる相談・ 苦情（ 以下「 苦情等」 と いう 。） につき まし ては、 当

Ｊ Ａ 総務部(電話： ０ １ １ －７ ２ １ －７ ３ ０ １ )にお申し 出く ださ い。 当Ｊ Ａ

では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し 、迅速かつ適切な対応に

努め、 苦情等の解決を 図り ます。  

また、 Ｊ Ａ バンク 相談所（ 電話： ０ ３ －６ ８ ３ ７ －１ ３ ５ ９ ） でも 、 苦情等

を 受け付けており ます。  

○紛争解決措置 

外部の紛争解決機関を 利用し て解決を 図り たい場合は、次の機関を利用でき

ます。 上記当Ｊ Ａ 総務部またはＪ Ａ バンク 相談所にお申し 出く ださ い。  

 札幌弁護士会（ 電話： ０ １ １ －２ ５ １ －７ ７ ３ ０ ）  

その他 

○お申込みに際し ては、当Ｊ Ａ および当Ｊ Ａ が指定する保証機関において所定

の審査を さ せていただき ます。審査の結果によっ ては、ご希望に沿いかねる

場合も ございますので、 あら かじ めご了承く ださ い。  

○印紙税が別途必要と なり ます。  

○現在のお借入利率やご返済額の試算については、当Ｊ Ａ の融資窓口までお問

い合わせく ださ い。  

Ｊ Ａ サツラ ク  
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商品概要説明書 

多目的ローン（ 基金協会型）  

(令和 5 年 4 月 1 日現在) 

商品名 多目的ロ ーン（ 基金協会型）  

ご利用いただける方 

○当Ｊ Ａ の組合員の方。  

○お借入時の年齢が満18歳以上であり 、最終償還時の年齢が満71歳未満の方。 

○継続し て安定し た勤務先（ 営業） から の収入のある方。  

○当Ｊ Ａ が指定する保証機関の保証が受けら れる方。  

○その他当Ｊ Ａ が定める条件を 満たし ている方。  

資金使途 

○生活に必要と する一切のご資金と し 、 資金使途の確認可能なも のと し ます。

ただし 、 以下の資金は対象外と し ます。  

① Ｊ Ａ で納付さ れる相続税・ 贈与税を除く 税金支払資金 

② 負債整理資金 

③ 所定の期日経過後の経済未収金の肩代り 資金 

④ 営農資金および事業資金 

借入金額 ○10 万円以上 300 万円以内、 １ 万円単位と し 、 所要金額の範囲内と し ます。  

借入期間 ○６ か月以上 10 年以内と し ます。  

借入利率 

○固定金利型と なり ます。  

 お借入時の利率を、 完済時まで適用いたし ます。  

○利率は店頭に掲示し ます。詳細については、当Ｊ Ａ の融資窓口へお問い合わ

せく ださ い。  

返済方法 

○元利均等返済（ 毎月の返済額（ 元金＋利息） が一定金額と なる方法） と し 、

毎月返済方式、 特定月増額返済方式（ 毎月返済方式に加え 6 か月ごと の特

定月に増額し て返済する方式。特定月増額返済によ る返済元金総額は、お借

入金額の 50％以内、 １ 万円単位です。）、 年２ 回返済方式（ 農業者の方に限

り ます。） のいずれかを ご選択いただけます。  

担保 ○不要です。  

保証人 
○北海道農業信用基金協会の保証をご利用いただき ますので、原則と し て保証

人は不要です。  

保証料 

○一括払い・ 分割払いのいずれかにより ご選択いただき ます。  

 ①一括払い 

 ご融資時に一括し て保証料を お支払いいただき ます。  

【 お借入額 100 万円あたり の一括支払保証料（ 例）】  

お借入期間 1 年 2 年 3 年 5 年 7 年 

保証料（ 円）  5,165 9,980 14,840 24,710 34,762 

 ②分割払い 

  お客様から 当Ｊ Ａ へお支払いいただく 利息の中から 当Ｊ Ａ が保証機関へ

支払います。こ の場合、お借入利率は年 0.95% 上乗せさ れた利率が適用さ れ
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ます。  

団体信用生命共済 

〇ご希望により 当Ｊ Ａ 所定の２ 種類の団体信用生命共済のいずれかにご加入

いただけます。  

なお、選択さ れる団体信用生命共済の種類により お借入利率は下表記載の加

算利率分高く なり ます。  

団体信用生命共済名 加算利率 

団体信用生命共済（ 特約なし ）  年０ ． ３ ５ ％ 

三大疾病保障特約付団体信用生命共済 年０ ． ５ ０ ％ 
 

手数料 ○事務手数料、 繰上返済手数料はかかり ません。  

苦情処理措置およ び

紛争解決措置の内容 

○苦情処理措置 

 本商品にかかる相談・ 苦情（ 以下「 苦情等」 と いう 。） につき まし ては、 当

Ｊ Ａ 総務部(電話： ０ １ １ －７ ２ １ －７ ３ ０ １ )にお申し 出く ださ い。 当Ｊ Ａ

では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し 、迅速かつ適切な対応に

努め、 苦情等の解決を 図り ます。  

また、 Ｊ Ａ バンク 相談所（ 電話： ０ ３ －６ ８ ３ ７ －１ ３ ５ ９ ） でも 、 苦情等

を 受け付けており ます。  

○紛争解決措置 

外部の紛争解決機関を 利用し て解決を 図り たい場合は、次の機関を利用でき

ます。 上記当Ｊ Ａ 総務部またはＪ Ａ バンク 相談所にお申し 出く ださ い。  

札幌弁護士会（ 電話： ０ １ １ －２ ５ １ －７ ７ ３ ０ ）  

その他 

○お申込みに際し ては、当Ｊ Ａ および当Ｊ Ａ が指定する保証機関において所定

の審査を さ せていただき ます。審査の結果によっ ては、ご希望に沿いかねる

場合も ございますので、 あら かじ めご了承く ださ い。  

○印紙税が別途必要と なり ます。  

○現在のお借入利率やご返済額の試算については、当Ｊ Ａ の融資窓口までお問

い合わせく ださ い。  

Ｊ Ａ サツラ ク  


